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…
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事
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岡
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…
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、,鎌
.
倉

時

代

の

家

族

制

度

(
ご

結

目

三

浦

周
.
.
行

從
來
武
家
時
代
の
法
制
を
説
く
も
の
、
概
ね
江
戸
時
代
の
事
實
を
擧
げ
人
欄
を
無
視
し
て
歴
制
こ
れ
事
ご
せ
し

も

の
Σ
如
く
に
思
惟
す
。
然
れ
ざ
も
後
世
の
武
家

の
典
型

ε
し
儀
表
ε
す
る
ε
こ
ろ
は
武
家
時
代
の
初
期
た
る
鎌

倉
時
代
に
あ
b
、
此
時
代
に
は
多
く

の
勲
に
是
等
世
人
の
意
想

に
反
す
る
純

な
る
武
家
主
義
の
表
現
を
見
出
だ
す

…
べ
き
も
室
町
時
代

の
中
世
よ
り
江
戸
時
代
に
亘
り
て
臓
時
世

の
攣
遷
に
伴

う
て
不
自
然

に
し
て
極
端
な
る
各
種
の

…
施
設
を
加

へ
ら
れ
武
家
本
来
の
精
神
の
没
却
せ
ら
れ
し
も
の
鮮
少
な
り
ご
也
キ
。
若
し
鎌
倉
時
代
を
武
家
主
義

の

眞
面
目
ε
看
做
さ
ば
江
戸
時
代
の
現
象
は
こ
れ

一
種
の
憂
患
な
る
に
過
ぎ
事
、
も
ご
よ
り
以
て
武
家
時
代
を
代
表

ぜ

し
む
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

家
族
制
度
に
つ
き
て
も
、
其
醤
慣

こ
し
て
考
量
せ
ら
る
、
も
の
多
く
は
亦
家
長
専
制
の
風
景
も
甚
し
か
り
し
江

戸
聴
代
の
事
に
鵬
せ
り
。
往
年
民
法
の
親
族
及
び
相
綾
二
編

の
規
定
が
醤
慣

に
背
戻
す

ご
の
非
難
も
修
正
も
、
同

じ
く
此
嫌
あ
る
を
冤
れ
申
。
而
し
て
民
法
の
家
族
制
度
に
封
ず

る
攻
撃
の
如
き
亦
主
こ
し
て
此
程

の
規
定
に
原
因

■

論

説

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
〔
じ

第
†
巻

(第
二
號

五

一
}

二
〇
七



論
説

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
〔
ご
.
.

第
十
巻

(第
二
號

五
二
)

二
〇
八

…
す

る
を
見

乃
な

り
。
故

に
余

は
本
篇

に
於

て
專
ら
鎌
倉

時
代

の
家
族

制
度

を
考
察

し
ゐ
有
力
な

る
武

家
政
府

の
下

に
堅
貿
な
・
国
民
的
窪

を
な
せ
る
購

に
あ
り
て
、
如
何
な
る
家
族
制
度
の
行
は
れ
π
る
や
を
徴
見
す
る
に
便

せ

ん

ε

す

。
.
.

「

、
.
.

:

二

式
目
以
前
の
家
族
制
度

}

,
鎌
倉

の
初
期

に
於
て
は
氏
族

の
親
密

ぼ
盛
ん
に
し
て
、
自
他
の
瘍

を
な
す
の
要
あ
る
矯
め
。呼

響

の
稠

あ
り
。
丈
治
四
年
源
頼
朝
其
家
人
の

「
人
な
る
武
田
有
義
が
頼
朝
の
鶴
岡
八
幡
宮

に
詣

つ
る
に
當
肪
て
靱
持

の
役

　
に
就
く
を
拒
め
る
に
謝
し
、
往
年
季
重
盛
の
劔
を
侍
せ
し
を
指
摘
し
て
漁
家
の
.恥
辱
な
り
せ
し
、
.重
盛
は
他
門

に

τ

て
、
頼
朝
豊

門
の
纂

た
・
に
、
彼
れ
掻

じ
孟

を
拒
む
の
謂
れ
な
き
書

鍵

り
・
蓋
し
震

は
源
氏

薯

敵
た
・
蜜

て
、
特
・
反
感
の
深
刻
な
・
も
の
あ
と

揺

る
べ
し
・

一
門
の
外
別
に
.融

の
馨

り
・
前　

一
着

に
辛

れ
繕

箋

に
用
ゐ
ら
る
.
五
。護

文
治
元
年
+
早

百

・
修

、
頼
禦

佐
条

籍

・
知
行
・

要

堵
し
、
佐
条

定
綱
の
蓬

に
從
は
し
め
た
り
し
と
を
叙
し
て
是
難
レ非
二

墓

佐
奈

庄
響

響

定
綱
也

雇

響

在
・蕎

乏

故
整

い
へ
り
。
盛
綱
は
佐
奈

漏

し
定
理

共
に
霧

の
子
磐

も
・
兄
弟
各
別
三

.

家

を
な
せ
ば

一
族

に
あ
ら
申

ピ
い
ひ
し
な

り
。

・

ロ

む

氏
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
氏
人
ε
い
ふ
こ
ご
前
代
の
如
く
其
共
通

の
胆
先
を
卵
脚
ヒ
い
ひ
寺
は
即
駅

こ
い
ひ
崇

,



敬
亦
古
t
へ
轟

な
争

。λ

幡
鯉

源
氏
の
濡

手

る
ε
こ
ろ
、
.頼
朝
が
鶴
岡
に
八
響

箭

讐

・政

驚

が
上
洛
し
て
石
清
水
八
幡
宮
を
拝
せ
る
も
亦
祀
帥
崇
拝
の
意
に
外
な
ら
す
。

撚
れ
ご
も
氏
族
の
團
結
は
家
族
の
鞏
固
に
如
か
ざ
る
こ
ε
言

ふ
迄
も
な
し
。
家
は
戸
主

6
家
族
ご
よ
り
成

る
も

　

む

　

.

戸
主
な
る
語
ば
當
時

に
な
く
、
家
督

の
稻
略
こ
れ
に
相
當
せ
り
。
當
時
家
督

の
相
檀
を
家
督
を
織
ぐ
と
い
ふ
。
家

　
　

む

む

嫡
嫡
子
(
必
ネ
し
も
嫡
妻

の
子
ε
い
ふ
意
味
に
あ
ら
申
)
も
亦
こ
れ
ε
同
じ
意
味
に
用
か
射
れ
・
其
封
甜
た
る
騨
駅

む

む

.

は
家
族

ご
同
じ
意
味
を
有
す
る
に
似
だ
る
も
、
そ
は
家
督
開
始
以
前

の
稠
な
り
。
別
に
惚
.領

の
語
も
戸
主
を
意
味
せ

…
ざ
る
に
あ
ら
す
。然

る
に
此
語
は
家
族
の
外
土
地
に
つ
い
て
も
い
べ

る
こ
ε
、
惚
領
地
頭
の
如
し
。
五
口妻
鏡
治
承
五

年
閏

二
月
七
日
の
條
に
頼
朝
が
共
乳
母
の
恩

に
酬

い
ん
矯

め
、
相
撲
國
早
河
庄

の
中
な
る
屋
敷

田
畠
の
所
有
を
承

認
し
(安
堵

b
い
ふ
)
、
こ
れ
を
惚
領
地
頭
に
通
知
せ
.し
甦

る
こ
`
を
載
せ
た
り
。
此
場
合
に
於
て
惚
領
地
頭
は

…
乳
母

の
屋
敷
田
畠
を
も
含
め
る
早
河
圧
全
部

の
惚
領
拠
る
な
り
。
故

に
家
族

の
場
合
に
於
て
も
惚
領
は
輩
に
戸
主

廃

よ
り
も
欝

・
意
味
を
享

。
吾
護

要

四
年
正
月
二
吉

僚

・
、
幕
府
が
三
葬

藤

の
莚

の
支
配

τ

草

も
の
あ
り
高

き
て
こ
れ
を
請

し
・
其
分

に
從
ふ
べ
き
を
諭
せ
る
を

あ
生

姜
譲

別
に
総
領

の
稠

…
な
き
も
、
即
ち
=
蒲

氏
の
惚
領
た
る
べ
し
。
而
か
も
こ
は
三
浦
氏
の
み
に
係
り
・
三
浦
氏
よ
り
分
派
せ
籍

田
氏

の
如

き
に
は
及
ば
ざ
る
こ
ε
言
ふ
迄
も
あ
ら
す
コ
然
れ
ば
前
に
引
け
る
佐
々
木
庄

の
場
合
に
於

て
も
、
定
綱
が
佐

々
木
庄
の
惚
領
地
頭
だ
b
し
は
、
も
ε
佐
厚
木
氏

の
分
派
せ
中
所
領
も
統

一
せ
ら
れ
し
時
代
の
名
残
に
し
て
、
.惚

一
論

説

鎌
倉
時
代
の
家
族
制
度
二

)

第
十
巻

(第
二
號

五
三
)

二
〇
九

.

、

r



論

説
.

響

鷺

の
震

制
度
二

)

第
+
巻

(第
二
號

五
四
)

三

。

頑
な
。
名
稠
の
如
き
も
.

一
族
所
領
共
転

領
す
る
の
謂
な
毛

を
、
後
三

家
の
膨
磐

共
.券

馨

生
じ
・

斎

領
高

。
雰

劃
せ
ら
・
・
に
這
ぴ
て
、
所
領
は
管
肇

、
宗
家
の
家
督
た
・
も
の
姦

領
喜

る
よ
り
螺

領
地
頭
。
名
を
存
し
、
家
督
の
意
味
。
於
て
は
各
分
派
せ
る
一
磨

蟹

…

て

・
ど

・
・
ん
・
震

・
、

嚢

。
,
説
て
本
来
所
領
を
諾

す
・
よ
・
來
・号

差

置

掌

・
も
當
ら
ざ
ミ

し
・
然
起
ば
総
領
は
羅

に
巨
王
・
・
に
相
違
　

・
、

豪

・
皇

・
い
は
…

は
寧
・

奮

養

に
し
て
三

吉
の
氏
吉

相
當

…
す
・
を
見
る
ぺ
・
。
.五
日妻
難

久
三
年
吾

+
吾

讐

、
叢

叢

壽

・
奉
書
を
以
て
東
園
髪

の
兵
を
徴

　
せ
る
こ
器

記
し
て

「
可
・相
・塾

肇

老

農

・
仰
豪

・
・
長
座

誤

ひ
、
蒙

書
の
丈
を
載
せ
た
る
に
は

蜜

柑
二　

　

　

」　

　

釜

　

長
は
　

い
ひ
、
　

　

　
棲

。
。
ふ
も
の
、
如
き
も
、

一、族
・
賀

害

い
へ
ぱ
、

豪

・
・
農

・
・
の
む
婁

・
・
忌

を
智

ざ

、

る

ぺ

か

ら

市

。

匂

　
孝

・
外
ぞ

亦
　

窪

養

・
・
.霧

く
薪

季

は
峯

所
有
す
る
『

甑
勉

う

。
襲

撃

見
る
。
、
尼
に
し
て
地
縫

た
る
こ
晶

海

髪

治
六
茜

月
四
・
條
)聾

ノ
島
居
ノ
彊

(建
久
五
矢

月
+
二
日
條
)の
如
・
あ
り
、
未
婚
の
女
子
に
欝

藩

の
女
(建
久
五
年
古

二
+
吾

極

寡
績

に
小
.山
政
光
の
妻

碁

三
年
+
二
月

百

僚
麗

原
見尽
高
の
妻

正
治
二
年
六

月
二
+
九
日
條
)
の
如
き
あ
り
・

是
等
の
中
。
は
も
ざ
よ
り

豪

を
な
せ
・
も
の
㌘

、
禦

人
・
し
て
舞

舞

す
る
兵
役
蕎

の
義
務
は
鰯

層



一.

若
し
-
は
代
官
を
し
て
己
れ
に
代
ら
し
む
。
後
見
筆

簑

政
蟹

・
も
、
代
官

は

蒔

的
な

る
糞

手

・
.

戸
主
権
に
つ
き
は
前
に
引
け

る
三
浦
介
の
場
合
に
徴
す
る
も
家
族
が
戸
主
の
命
令

に
.服
従
を
要
求
せ
ら
れ
な

る

と

・
知
・
べ
し
。
吾
舞

建
保
二
年
士

官

+
二
日
條

に
・

、

-

…
諸
人
官
聾

者
、
家
督
之
仁
存
・
知
著

仕
夢

可
レ執
二
中
之
蜜

一直
進
款
状

者

・
奉
行
人
不
可
及
諜

之

一
由

被

レ
仰
一一定
之

叫
廣

元
朝
臣
奉

行
普
相
二
鯛

之

一云

々

蕩

,
、
。
れ
操

れ
ば
、
護

の
讐

推
薦
は
戸
主
の
纏

薦

㌢

。
問
註
所
執
事
三
喜

信
が
其
子
行
倫

を
訴
訟
人
の
問
注
の
詞
を
書
記
す

べ
港
奉
行
に
推
量
し
な
り
し
が
如
き
其

「
例

ε
し
て
見

る

べ
き
も
の
な
ら
ん
。

ス
吾
妻
鏡
建
久
五
年
十
月

一
日
條
)
、

」
.

.

然

、
に
戸
主
は
通
例
主
な
・
緩

の
父
に
し
て
、
彼
等

に
し
て
死
季

・
か
、
若

し
激

退
攣

れ
籍

子
は

父
に
代
り
て
戸
主

こ
な
り
、
家
族

に
謝
し
て
戸
主
権
を
行
ふ
も
の
な
り
。
三
善
善
信
が
菓
子
の
任
官
を
推
薦
せ

る

一
が
如
き
も
、戸
主
忌

て
吉

は
寧
養

已

て
な
芸

も
の
暑

徹
す

べ
し
・貞
永
昔

三

二
)
に
親
が
成
人
の

「

子
を
幕
府
に
推
挙

・
こ
あ

星

た
・
も
亦
・
れ
を
意
味
す
。
父
ε
し
て
は
子
た
.・
緩

に
封
ず

る
製

こ
し

…
て
覆

を
な
ず
こ
。
を
得
た
り
.
五
.護

建
暦
二
年
吾

七
日
條
に
撮
農

、
地
籍

時
・
峯

に
依

・
て
釜

…
時
の
短
め
に
義
響

説

、駿
河
圃
篁

郡
に
退
隠
誉
.
。而
し
て
父
隻

・
れ
を
赦
す
ξ

を
も
得
た

り
・
羅

の
聖

も
、

一
年
の
後
、
富

氏
の
齪
に
、
鳶

の
爲
曽

起
用
せ
ら
砦

ウ
。
(五
・護

建
暦
三
年
四
月
二
+
九

.

論

読

響

時
代
・
家
鋳

塵

こ

筆

巻

(第
二
號

・罫

)

二
=



論
証

馨

時
代
の
震

制
度
二
)

筆

巻

(第
一
蔑

異

)

三

二

…
日
僚
)

一

、
子
妻

を
訴
ふ
る
是

、言
の
署

し
て
絶
灘

・
れ
を
許
登

る
こ
・
前
代
糞

皐

・
兄
弟
間
に
於
て
は
建

仁
二
年
五
月
二
日
、
幕
煙

「兄
霜

論
事
、
於
・向
後
藩

、
付

二是
非

可
搬

レ仰
二皐

噌」
疾

し
で
其
相
互

湧

訴
訟
蕩

解
せ
。
む
薯

こ
§

嘗

.
磐

書

兄
弟
亙
・
灘

・
禁

・
を

は
建

の
肚
愈

往
々

擁

の
事
に
。
て
、
幕
府
・
・
れ
婁

響

・
萎

㌘

.
然
れ
ば
父
が
戸
著

し
・
緩

の
子
・
臨
毎

会
く

子
が
戸
主
ε
し
て
其
兄
弟

に
臨

む
場
合
ε
は
自
ら
異

る
こ
ε
此

一
事
丈

に
徴

す
る
も
明
か
な
ら
ん
。

戸
ま
昊

抵
生
涯
其
地
位
に
あ
り
苓

。
簿

出
家
入
道
の
風
あ
名

、
.或
は
主
君
轟

ひ
・
子
女

を
先
き
だ

て
、
哀
傷
の
馨

或
は
離

蔵

・
傑
謝
の
馨

轟

な
き
ま
・
に
或
は
,又
直
ち
篠

門
・
入

り
て
翳

せ
を

.

ナ
る
も
の
、
如
き
は
同
時
貸

主
の
地
位
を
去
る
に
事

し
も
の
あ
り
砦

も
こ
れ
振

り
て
出
家
入
薯

の
す

一ぺ
て
が
戸
主

の
地
位
を
去
り
ね
る
も
の
ε
看
做
す

べ
か
ら
す
。
當
塒
相
當
の
年
齢
に
達
し
て
出
家
す

る
こ
と

一
.の

距

誉

岳

家
後
・
俗
事
・
關
與
芸

こ
ど
讐

傍
　

の
ぞ

舞

は
も
と
よ
り
呈

の
地
位
の
霧

　
な
か
り
し
な
り
。
只
御
家
人
の
出
家
は
原
則

ε
し
て
將
軍

の
許
可
を
仰
ぐ
を
要
せ
り
。

戸
主
の
幼
薯

其
他
能
力
孟

春
(孝

の
場
合
)に
謝
し
て
後
足

　
し
ろ

.み
)を
置
と

ご
あ
り
し
外
老
年
者

.

に
謝
し
て
も
亦
後
見
あ
り
吾
妻
鏡
嘉
蕨
三
年
⊥
八
月
十
四
日
條
に
見
え
た
る
大
炊
助
入
道
の
後
見
肥
後
房
の
如
ポ
其

.

一
.例
な
り
ρ

層

'

ド



」線
璃
士
α
間

に
ぽ
縞
夷

↓
先婦

蒐
俗
行
ば
ゆ
た
る
ぴ
骨
婁

の
外
に
妾
を
蓄

へ
し
も
の
は
こ
れ
あ
り
。
妻
が
嫁
す
為
に
ダ

當
b
て
夫
よ
り
將
來
離
婚
せ
ざ
る

べ
き
を
誓

へ
る
起
請
文
を
"取
り
し
も
の
義
聴

の
婚
姻
に
見
ゆ
る
も

〔吾
妻
鏡
建

…
久
三
年
九
月
二
十
五
日
條
)
そ
は
も

・こ
よ
り
例
外
な
る
べ
し
。
而
か
も
概
し
て
こ
れ
を
吉

へ
ば
、
妻
ば
夫
よ
b
相

當
の
敬
意
を
佛
は
れ
、
妾
の
愛

に
濁

る
、
夫

に
謝
し
て
妻
の
嫉
妬
は
夫
の
憚

る
こ
こ
ろ
に
て
あ
り
し
な
り
。
面
し

.

て
妻
は
財
産
を
所
有
す

る
こ
ご
を
得
、
夫

の
犯
罪
に
依
り
て
浸
放
せ
ら
る

、
こ
ご
な
し
。
畠
山
重
忠
の
課
せ
ら
れ

し
後
、
幕
府

に
於
て
重
患
の
妻

の
所
領
を
浸
軟
せ
ん
こ
の
議
め
り
し
か
ご
も
遂
に
不
問
に
付
す

る
に
決
せ
し
が
如
.

一
き
其

一
例
也
。

(吾
妻
鏡
承
元
四
年
五
月
十
四
日
條
)
.熊
野
別
當
湛
快

の
女
子
が

行
快
便
都
の
妻
ざ
な
り

離
別
の

.

後
、
季
忠
度
に
再
嫁
し
、
頼
朝
の
爲
め
に
其
所
領
を
段
牧
せ
ら
れ
し
か
ば
、
前
夫
行
快
に
向
う
て
幕
府
に
訴

へ
ん

こ

ご
を
請

ひ
、
若

し
還
付
を
得
ぱ
、
女
子
所
生
の
行
快

の
子
に
こ
れ
を
護
興

せ
ん
こ
蓬
を
約
し
、
行
快
も
こ
れ
を

…
諾
し
て
頼
朝

に
乞
ひ
其
目
的
を
達

せ
し
こ
ご
吾
妻
鏡
(
元
暦
二
年
二
月
十
九
日
條
)
に
見
え
え
り
。
然
れ
ば
女
子
は

…
行
快

に
離
別
せ
ら
れ
た
る
時
、
其
所
領
を
子
に
譲
ら
令
し
て
こ
れ
を
所
有

せ
る
ま

玉
再
婚

し
た
り
し
も
の
ε
認
む一

一
べ
し
o
.

・

`
.
.

.

貿

手

に
は

、
嫡

子

ε
庶
子

ご
あ

る
こ
ε
な

る
が
隔

一
般

の
意

味

に
て

は
妻

の
出
を
嫡
子

ご
い
ひ
、
妾

の
出

を
庶

一
子

と

い
ふ
に
は
あ

ら
す
し

て
、
、
家
督
を
嫡

子

ご

い
ひ
、
・
然

ら

ざ
る
.を
庶
子

ε
い

へ
り
。

而

し
て

家
督

は
蓮

例
長

一

男

を
以
で
こ
れ
に
當

つ
る
も
、
親

の
意
志
振

り
て
は
孜
三
男

航
し
て
其
選
に
入
る
こ
ε
往
々
こ
れ
あ
り
。
治
承

論

説

・

鎌
倉
塒
代
の
家
族
制
艮
(
一
}

第
十
巻

(第
二
號

五
七
)

一
=

三

/



請

読

響

時
代
の
家
族
欝

(
;

第
+
巻

(第
二
號

五
入
)

一一
一四

西

年
八
貝

畠
山
重
崇

三
浦
砦

攻
め
ん
・
し
て
河
越
轟

に
武
藏
の
諸
讐

率
み
て
来
り
會
せ
ん
こ
蕃

告

一
げ

た
り
し

が
、

吾
妻
鏡

(
同
月

二
十
六
日

條

)
に

は
、

「
是

重
頼

於
=
秩

父
家

一難

レ爲
二
次
男

流

↓
相
二
縫

家
督

一依

▽
從
=彼

黙
専

一及

二
此
儀

一云

々

と
い
ひ
て
.
重
頼

が
次
男

の
後
な

が
ら

家
督

を
相
硬

し
な
り

し
こ
と
を
説

明

せ
り

。
.

「
孝

は
元
服
式
・
行
う
義

人
幕

・
。
葦

霞

学

し
も

愛

せ
ご

難
こ
も
通
例
+
三
歳
よ
り
+
五
歳

た

於
て
し
、
元
服
前
は
童
名
を
呼
ぶ
も
、
元
服
後

は
實
名
(
名
乗
)
に
.改
む
。
加
冠
者
は
身

分
閲
歴
に
富
む
も

の
に

嘱
し
、
從

っ
て
其
偏
名
を
烏
帽
子
子

の
俗
名

に
加
ふ
る
を
例
ざ
す
。
公
職
に
任
じ
公
務

に
服
す

る
は
敢
て
元
服

の

一
前
後
を
問
は
ざ
り
し
な
り
。

・

.

實
子
な
き
が
矯
め
に
養
子
を
な
す
は
家
督
相
緬

の
場
合
に
於
て
見

る
べ
く
、

一
般
に
は
貸
手
あ
る
も
養
子
を
な

一す
ご
ピ
行
は
れ
セ
り
。
養
子
縁
組
ξ
共
に
氏
を
改
め
て
他
家
に
入
り
離
縁
す

れ
ぱ
木
賃
に
復
す
。
女
子
が
養
子
を

「な
す

の
可
否

に
つ
き
て
は
朝
廷
の
明
法
家

の
學
説
は
法
律
上
無
数
な
り
こ
す

る
に
傾
け
り
ε
錐
こ
も
、
武
家

の
慣

著
が
女
子
の
戸
主
た
-
財
産
曇

蓼

…

認
　

皇

、
　

れ
奮

…

ん
　

　

一
一
子
を
な
す
を
妨
げ
ざ
る
は
吉
ふ
を
須
ゐ
ざ
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
貞
永
比
目
に
は
右
大
將
家
御
時
以
来
至
二
干
常
世
↓

…
一
無
二
真
子

"之
女
人
導
譲
二
興
所
領
於
養
子

一事
、
不
易
之
法
、
不
レ
可
=
勝
計

↓
.云

々
ε
い
へ
り
。
こ
れ
を
吾
妻
鏡
に
徴

一
す

る
に
壽
、氷
元
年
+
月
+
七
目
條
に
頼
朝
の
乳
母
た
り
し
比
企
,
尼
が
甥
能
員
を
養
子

と
な
し
抛
り
と

ε
見
え
、.

一
頼
朝

の
時
よ
り
女
子
の
養
子
縁
組

の
事
實

の
儼
存
せ
る
を
見
る
。



㍉
、唱墨東

に
椙
縷
ぼ
家
督

の
相
続
ざ
財
産

の
相
続
ご
あ
り
、
U家
督

に
つ
き
て
は
既
に
説
き
し
が
如
し
序
,前
里

戸釜

ホ
潅
竃

～

　
し
て
親
)
の
任
意

に
定
む
る
ピ
こ
ろ
に
し
て
、

多
く
の
場
合
.

別
に
文
書
を
以
て

共
意
志
を
表
示
す
る
こ
ε
な

…
し
。
女
書
を
以

て
す

る
は
財
産

の
相
檀
に
限
れ
り
。
遺
産
は
こ
れ
を
跡
敷

(跡
式
こ
も
)
ご
い
ふ
。
被
相
続
人
は

原
則
と
し
て
生
前
譲
状

(庭

分
状

こ
も
)
を
作
り
て
譲
與
の
意
志
を
表
示
す
。
其
動
機
は
老
年
疾
病
等
に
依
る
の

.

外
、
武
士
特
有

の
現
象
ε
し
て
、
戦
場
に
臨
む
に
當
り
離
歌
を
作

り
て
こ
れ
を
其
相
纏
人
に
與

ふ
る
こ
ご
あ
り
た

…
り
。

一
例
を
塞
ぐ
れ
ば
、
文
治
五
年
、
頼
朝
が
陸
奥
の
藤
原
氏
を
討
伐
せ
ん
と
し
て
、
波
多
野
義
景
に
従
軍
を
命

越
し
時
、
義
景
は
所
領
を
幼
児
に
護
興
せ
り
。
こ
れ
戦
場
に
臨
め
ば
生

還
を
期
せ
ざ
る
の
意
に
出
で
た
る
も
の
に

し
て
、
頼
朝

の
感
賞
を
蒙
れ
り
こ
い
ふ
。
(吾
妻
鏡
同
年
七
月
十
四
日
條
}
而
し
て
其
相
綾
は
多
く
分
割
制

に
依
れ

}

ケ
。
　

譲
状

の
数
力
を
生
魚
る
は
通
例
被
相
綾
人
の
死
去

に
依
り
て
相
続

の
開
始
せ
ら
れ
し
時
な
り
ご
す
。
丈
治
四
年

.

八
月
波
多
野
義
景
は
岡
崎
義
實
ε
相
模
國
波
多
野
庄
北
方

の
地
を
争
ひ
し
こ
ご
み
り
。
義
實
は
義
景
が
先
年
孫
先

法
師
に
射
し
て
譲
状
を
與

へ
た
る
こ
ε
を
主
張
し
、
義
且
凧
は
其
事
實
を
否
定
せ
ざ
る
も
、
先
法
師
は
義
景
の
外
孫

.

な
る
こ
ご
を
指
摘

し
て
、
「.縫
雌
・請
=
譲
状

↓
外
祖
存
生
.
璽
可
「一親
里

一乎
」
ご
い
ひ
、
義
景
よ
り
先
法
師

に
黝
し

で

譲
状
を
與

へ
た
る
も
、
外
耐
の
生
前

に
こ
れ
を
所
有
せ
ん
こ
ご
を
望

む

べ
か
ら
ず

ε
い
ひ
、
義
實
も
是

に
至
り

て
只
將
來

の
所
有
橿

に
つ
き
て
保
膵
を
得
ん

こ
ず
る
の
意
に
出
で
た
る
こ
ε
を
告
白
し
ご
れ

に
射

し
て
頼
朝
は
義

一
論

説

鍛
倉
時
代
の
家
族
制
度
(
一
.}

第
十
巻

(第
二
號

五
九
)

一
=
五

、
.
.
.



～

論

説

馨

鷺

の
家
蕎

度
二
.・
.

第
喜

露
二
號

登

三

六

募

主
張
の
理
由
・
・
を
認
・
て
養

姦

割
書

。
(五
・甕

同
月
二
+
三
日
條
)・
れ
霧

が
被
鵜

人
星

　
箭

に
敷
力
な
・
を
一ホ
す
も
・
に
外
葦

.
承
久
四
年
三
・
幕
府
　

嬉

・
覆

・
紀
畿

墓

地
頭

職
藷

尼
の
覆

其
言

詮
扁

攣

…

命
・
傅
・
・
き

吾
甕

同
月
二
+
七

日
僚
蚕

て
被
相
奨

拓

籍

請

始
の
萎

を
徴
す
べ
・
.
此
毒

如
嘉

饗

幕
府
の
轟

蓬

る
垂

す
・
即

ち
安
蒙

り
・
壽

「、氷
三
年
二
月
鑑

・

蚕

響

奮

行
康
先
登
レ
・
・
れ
に
死
・
守

し
が
・
頼
朝
箕

子
畿

を
し
菱

の

穰

を
相
馨

し
・
、
寡

・其
霧

賞
・」
蕊

へ
・
。
主
君
・
依
っ
て
繁

の
相
撃

許
さ
る

、
は
礁

に
砂

.

て

一
種

の
恩

賞
た
り
し
な

り
。

,

.

い
,

9
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